
○ポパイの図柄文字等をアンダーシャツの胸部などの中央部分に大きく表示するのは

商標の機能を発揮するためではないので自他商品識別機能を有せず出所表示の目的で

表示されたものではない。（大阪地裁昭和５１年２月２４日判決昭和４９（ワ）第３９

３号）「ポパイ事件」商標権侵害排除請求事件。 

登録商標 被告標章 

 

    
 

 

 
 

 

 
○カルタの容器の蓋の表面やカルタの絵札、字札にテレビ漫画映画「一休さん」の絵と

ともに小さく表されている標章「テレビまんが」は、一休さんがテレビの漫画映画に

由来するものであることを表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機

能を果たさない。（東京地裁昭和５５年７月１１日判決昭和５３（ワ）第２５５号）

「テレビまんが事件」商標権侵害差止等請求事件。 

登録商標 被告標章 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
○書籍の題号の一部に使用されている「ＰＯＳ」とは、「Problem Oriented System」

（問題志向システム）の略語として本件書籍の題号に使用されているのであり、本件

書籍が右「ＰＯＳ」について記述されたものである以上、前記のような書籍の題号は、

単に書籍の内容を示すものであって、出所表示機能を有しない態様で使用されている

ものである。（東京地裁昭和６３年９月１６日判決昭和６２（ワ）第９５７２号）「Ｐ

ＯＳ事件」商標使用禁止等請求事件。 
登録商標 被告標章 

       
 
 
 

（判例の商標的使用論の例） 
参考資料２



○シンガーソングライターの楽曲を収録したＣＤのアルバムのタイトルとして、ＣＤ盤

やそのジャケットに、登録商標と同一の文字構成の標章「ＵＮＤＥＲ ＴＨＥ ＳＵＮ」

を表記する行為は、出所表示機能、自他商品識別機能を有しない態様で使用されてい

るものである。（東京地裁平成７年２月２２日判決平成６（ワ）第６２８０号）「ア

ンダー・ザ・サン事件」損害賠償請求事件。 

登録商標 被告標章 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
○清涼飲料の缶上の標章「オールウェイズ」等の表記は、専ら販売促進のためのキャン

ペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するものであるから、自他

商品識別機能、出所表示機能を果たす態様で用いられているものとはいえない。（東

京地裁平成１０年７月２２日判決平成９（ワ）第１０４０９号）「オールウェイズ事

件」商標権侵害差止等請求事件。 

登録商標 被告標章 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


